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令和
れ い わ

３年
ねん

度
ど

第
だい

２回
かい

青梅市
お う め し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 次第
し だ い

 
 

令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

２日
にち

（木
もく

） 

書面
しょめん

開催
かいさい

 
１ 開会  

  省 略
しょうりゃく

 
 
２ あいさつ  

  省 略
しょうりゃく

 
 

３ 協議
きょうぎ

事項
じ こ う

 
(1) 「第

だい

５期
き

青梅市
お う め し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

１期
き

青梅市
お う め し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

」実施
じ っ し

結果
け っ か

について 

（資料
しりょう

 １） 

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

をもって、第
だい

５期
き

青梅市
お う め し

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

・第
だい

１期
き

青梅市
お う め し

障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の計画
けいかく

年度
ね ん ど

が 終 了
しゅうりょう

しました。計画
けいかく

の目標
もくひょう

およびサービス等
とう

の

見込
み こ み

み 量
りょう

に対
たい

する実績
じっせき

結果
け っ か

を示しています。 

 未達成
み た っ せ い

の目標
もくひょう

については、次期
じ き

計画
けいかく

の目標
もくひょう

年度
ね ん ど

（令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

）に達成
たっせい

できるよう、具体的
ぐ た い て き

な取組
とりくみ

を強化
きょうか

していく必要
ひつよう

があります。 

  結果
け っ か

についての御意見
ご い け ん

をお 伺
うかが

いします。 

(2) 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

「第
だい

５期
き

青梅市
お う め し

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

」進
しん

ちょく 状 況
じょうきょう

評価
ひょうか

について 

（資料
しりょう

 ２-１・資料２－２） 

  令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

を最終
さいしゅう

年度
ね ん ど

とする４か年
ねん

計画
けいかく

である第
だい

５

期
き

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の初年度
し ょ ね ん ど

に当
あ

たります。 

 令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

における目標
もくひょう

に対
たい

する、市
し

各課
か く か

での取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

と評価
ひょうか

、今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

、評価
ひょうか

の理由
り ゆ う

、課題
か だ い

を一覧
いちらん

にしています。 

 総括表
そうかつひょう

には、大項目
だいこうもく

ごとの評価
ひょうか

の 状 況
じょうきょう

および、総評
そうひょう

（案
あん

）を示
しめ

してい

ます。細
こま

かい内容
ないよう

で申
もう

し訳
わけ

ありませんが、特
とく

に総評
そうひょう

について御意見
ご い け ん

が

ありましたら御記入
ご き に ゅ う

をお願
ねが

いします。 

(3) 今後
こ ん ご

の協議会
きょうぎかい

の開催
かいさい

方法
ほうほう

について 

 新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の 状 況
じょうきょう

により、第
だい

１回
かい

に引
ひ

き続
つづ

き、第
だい

２回
かい

協
きょう

議会
ぎ か い

も書面
しょめん

開催
かいさい

とさせていただきましたが、顔
かお

を見
み

て協議
きょうぎ

や 情報
じょうほう
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共有
きょうゆう

をする場
ば

が持
も

てないことにより、議論
ぎ ろ ん

が進
すす

まない点
てん

もあるかと思
おも

い

ます。 

 今後
こ ん ご

も感染
かんせん

状 況
じょうきょう

が改善
かいぜん

せず、集合
しゅうごう

開催
かいさい

ができない場合
ば あ い

の協議
きょうぎ

方法
ほうほう

に

ついて、パソコン
ぱ そ こ ん

やスマートフォン
す ま ー と ふ ぉ ん

の環境
かんきょう

がある方
かた

は自宅
じ た く

などから参加
さ ん か

していただく Web会議
か い ぎ

について検討
けんとう

したいと思
おも

います。Web会議
か い ぎ

の環境
かんきょう

が無
な

い場合
ば あ い

は、市
し

役所
やくしょ

に来
き

ていただける方
かた

は来
き

ていただく方式
ほうしき

で開催
かいさい

で

きるか御意見
ご い け ん

を 伺
うかが

います。 

３ 報告
ほうこく

事項
じ こ う

 

（1）日中
にっちゅう

サービス支援型
し え ん が た

グループホームの開設
かいせつ

について  （別紙
べ っ し

） 

 令和
れ い わ

３年
ねん

12月
がつ

に開設
かいせつ

予定
よ て い

の日中
にっちゅう

サービス型
がた

グループホームの説明
せつめい

です。開設
かいせつ

一年後
い ち ね ん ご

に、自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

で評価
ひょうか

をしていただくことにな

ります。今後
こ ん ご

、協
きょう

議会
ぎ か い

でのグループホーム見学
けんがく

を計画
けいかく

する予定
よ て い

です。 

 

（2）市内
し な い

における虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

等
とう

の 状 況
じょうきょう

および対応
たいおう

について （資料
しりょう

 ３） 

令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

 通報
つうほう

    ３件
けん

（令和
れ い わ

３年
ねん

８月
がつ

３１日
にち

時点
じ て ん

） 

※ 養護者
よ う ご し ゃ

の虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

２件
けん

、施設
し せ つ

従事者
じゅうじしゃ

の虐待
ぎゃくたい

通報
つうほう

１件
けん

 

 

(3) 障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等
とう

のワクチン接種
せっしゅ

について 

 市内
し な い

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

４施設
し せ つ

の入所者
にょうしょしゃ

199人
にん

、グループホーム４か所
しょ

146人
にん

、

青梅市
お う め し

自立
じ り つ

センター56人
にん

に訪問
ほうもん

接種
せっしゅ

を実施
じ っ し

しました。また、９月
がつ

７日
にち

に 障
しょう

がい者
しゃ

サポートセンター利用者
り よ う し ゃ

 人
にん

の訪問
ほうもん

接種
せっしゅ

を実施
じ っ し

予定
よ て い

です。 

また、 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

従事者
じゅうじしゃ

の 職域
しょくいき

接種
せっしゅ

で、443人
にん

の方
かた

の

接種
せっしゅ

をしました。 

 居宅
きょたく

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

に対
たい

し、在宅
ざいたく

で未接種
み せ っ し ゅ

の方
かた

に声掛
こ え か

けをしていただ

くよう依頼
い ら い

をしました。外出
がいしゅつ

ができない寝
ね

たきりの方
かた

等
とう

への接種
せっしゅ

に

ついて今後
こ ん ご

の課題
か だ い

となっています。 

(4）専門
せんもん

部会
ぶ か い

からの報告
ほうこく

 

 ア 日中
にっちゅう

活動
かつどう

・就労
しゅうろう

支援
し え ん

部会
ぶ か い

 

 イ 相談
そうだん

支援
し え ん

部会
ぶ か い

 

 ウ 権利
け ん り

擁護
よ う ご

・差別
さ べ つ

解消
かいしょう

部会
ぶ か い

 

専門
せんもん

部会
ぶ か い

の活動
かつどう

は、緊急
きんきゅう

事態
じ た い

宣言
せんげん

の発令
はつれい

および延長
えんちょう

に 伴
ともな

い休止
きゅうし

となっており、報告
ほうこく

はありません。 
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(5) その他
た

 

ア  障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス 事業所
じぎょうしょ

等
とう

の 職員
しょくいん

等
とう

に対するＰ ＣＲ 検査
け ん さ

実施
じ っ し

事業
じぎょう

 

令和
れ い わ

３年
ねん

９月
がつ

末
まつ

まで、１人
り

２回
かい

のＰＣＲ検査
け ん さ

を実施
じ っ し

します。令和
れ い わ

２年度
ね ん ど

は対象
たいしょう

ではなかった、居宅
きょたく

介護
か い ご

事業所
じぎょうしょ

の職員
しょくいん

も対象
たいしょう

となり

ました。検査
け ん さ

を希望
き ぼ う

する事業所
じぎょうしょ

が市
し

に申込
も う し

み、委託
い た く

検査
け ん さ

業者
ぎょうしゃ

から

検体
けんたい

採取
さいしゅ

キットが届
とど

きます。 

検査
け ん さ

の結果
け っ か

、陽性
ようせい

であった場合
ば あ い

、市内
し な い

協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
き か ん

に電話
で ん わ

受診
じゅしん

が

無料
むりょう

でできます。 

 

イ 令和
れ い わ

３年度
ね ん ど

青梅市
お う め し

介護
か い ご

・障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス事業所
じぎょうしょ

等
とう

新型
しんがた

コロナウ

イルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

事業費
じ ぎ ょ う ひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

について  
  ９月

がつ

１日
にち

現在
げんざい

申請数
しんせいすう

・・・24件
けん

 
ウ 令和

れ い わ

３年度
ね ん ど

青梅市
お う め し

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

買物
かいもの

代行
だいこう

サー

ビス事業
じぎょう

について 

 ８月
がつ

１日
にち

から実施
じ っ し

。今年度
こ ん ね ん ど

は、申請制
しんせいせい

。１か月
つき

４回
かい

までの利用
り よ う

で、

追加
つ い か

申請
しんせい

が可能
か の う

。別紙
べ っ し

チラシを参照
さんしょう

願
ねが

います。  
４ その他

た

 

(1) 委員会
い い ん か い

の開催
かいさい

日程
にってい

について            （資料
しりょう

 ４） 

  第
だい

２回
かい

青梅市
お う め し

障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

 

  令和
れ い わ

３年
ねん

１２月
がつ

２日
にち

（木）午後
ご ご

２時
じ

～午後
ご ご

４時
じ

 

  青梅市
お う め し

役所
やくしょ

２階
かい

 ２０１・２０２・２０３会議室
か い ぎ し つ

 

  

以
い

 上
じょう

  



●　第５期障害福祉計画実施状況 資料　１

１　成果目標

　（１）施設入所者の地域生活への移行

第5期計画 令和3年3月31日現在

目標 実績 目標 実績

入所者数 114人 114人 114人 113人

削減見込み 0人 0人 0人 １人

地域生活移行者数
5人

（Ｈ26.3.31の施設
入所者数の4％）

1人
（Ｈ26.3.31の施設
入所者数の1％）

2人
2％

(H29.3.31の施設
入所者数の２％）

1人
（1％）

未達成

　（２）　地域生活支援拠点等の整備

　（３）福祉施設から一般就労への移行

第5期計画 令和3年3月31日現在

目標 実績 目標 実績

一般就労移行者数
20人

（Ｈ24年度の2倍）
3人

15人
（Ｈ28の3倍）

8人
（H28、5人の1.6倍）

未達成

　（４）就労移行支援事業の利用者数

第5期計画 令和3年3月31日現在

目標 実績 目標 実績

就労移行支援事業の利
用者数

77人
（Ｈ26.3.31の福祉
施設の利用者に

対し60％増）

73人
（Ｈ36.3.31の福祉
施設の利用者に

対し52％増）

83人
（Ｈ28の20.0％

増）

63人
（Ｈ28、の18.2%減）

未達成

　（５）就労移行支援事業所の就労移行率

第5期計画 令和3年3月31日現在

目標 実績 目標 実績

就労移行率が３割以上の
事業所数

９か所 １か所 2か所 0か所 未達成

●第１期障害児福祉計画実施状況

　（１）障害児に対する充足的な地域支援体制の構築

児童発達支援センターの設置に向け検討継続 ・・・未達成

　（２）医療的ニーズへの対応について

医療的ケア児の協議の場の設置　　自立支援協議会の部会横断で検討 ・・・未達成

　（３）放課後等デイサービスの質の向上について

自立支援協議会専門部会にて、放課後等デイサービス事業所連絡協議会を発足し、情報共有、研修などを実施

・・・H30年度に発足につき達成

　　基幹相談支援センターの整備の在り方について検討を継続

備考

備考

項目

項目
第4期計画

第4期計画

備考

項目
第4期計画

備考

項目
第4期計画

1



●第５期障害福祉計画の実績について 資料　１

訪問系サービス

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

居宅介護 人/月 115 124 117 126 118 128 118

重度訪問介護 人/月 9 10 10 10 9 11 8

同行援護 人/月 73 65 75 71 83 77 76

行動援護 人/月 26 33 26 36 26 40 25

重度障害者等
 包括支援

人/月 0 0 0 0 0 0 0

時間/月 2,722 2,686 2,642 2,701 2,945 2,716 2,687

人/月 223 232 228 243 236 256 227

日中活動系サービス

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

生活介護 人/月 235 249 248 260 248 271 253

宿泊型自立訓練 人/月 - - 9 - 6 - 7

自立訓練
　　　（機能訓練）

人/月 2 1 3 1 2 2 0

自立訓練
　　　（生活訓練）

人/月 12 12 13 13 10 13 11

就労移行支援 人/月 73 74 75 78 69 83 63

就労移行支援
     （養成施設）

人/月 - - 1 - 1 - 2

就労継続支援
（Ａ型）

人/月 29 29 39 30 35 31 35

就労継続支援
（Ｂ型）

人/月 294 269 314 271 324 274 337

就労定着支援 人/月 - - 6 5 28 10 35

療養介護 人/月 14 15 13 16 13 16 14

短期入所 人/月 148 125 120 127 119 127 101

居住系サービス

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

自立生活援助 人/月 - 2 0 2 1 2 1

共同生活援助
（グループホーム）

人/月 147 145 163 153 182 161 183

施設入所支援 人/月 114 114 117 114 114 114 113

第5期計画
平成29年度

実績

計画 単位
平成29年度

実績

計画 単位
平成29年度

実績

令和2年度

第5期計画

第5期計画

令和2年度

平成30年度 平成31年度

平成30年度 平成31年度

平成30年度 平成31年度

令和2年度

合計

計画 単位

1



相談支援

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

計画相談支援 人/月 1,128 1,237 1,389 1,367 1,606 1,497 2,014

地域移行支援 人/月 11 2 3 2 4 2 2

地域定着支援 人/月 8 12 0 14 0 16 0

地域生活支援事業

①相談支援事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

相談支援事業 相談件数 6,752 6,821 6,943 7,210 7,507 7,599 9,918

②コミュニケーション支援事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

人 178 159 159 226 183 226 162

時間 303 405 285 480 330 510 305

③日常生活用具給付等事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

平成30年度 平成31年度

平成31年度 令和2年度

計画 単位
平成29年度

実績

コミュニケーション支
援事業

計画 単位
平成29年度

実績

日常生活用具給付等
事業

3,061

計画 単位
平成29年度

実績

平成29年度
実績

計画 単位

平成30年度 平成31年度

第5期計画

令和2年度

第5期計画

3,175

平成30年度 平成31年度

件 3,781

平成30年度

第5期計画

令和2年度

第5期計画

令和2年度

3,260 3,3493,6513,349
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④移動支援事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

人 143 171 154 179 158 187 172

時間 12,812 12,812 13,041 13,192 12,608 13,583 7,378

⑤地域活動支援センター事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

⑥成年後見制度利用支援事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

⑦日中一時支援事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

人 21 24 20 25 16 26 2

日 155 160 159 163 158 166 20

⑧自動車運転教習費補助事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

日中一時支援　事業

計画 単位
平成29年度

実績

2

計画 単位
平成29年度

実績

01
成年後見制度
利用支援事業

件 0

令和2年度

0

計画 単位
平成29年度

実績

地域活動支援セン
ター事業

か所 1

単位
平成29年度

実績

平成31年度

計画 単位
平成29年度

実績

移動支援事業

第5期計画

1

平成31年度

平成31年度

平成30年度 平成31年度

平成30年度

自動車運転教習費補
助事業

件 0 5 6

計画

3

令和2年度

0

第5期計画

令和2年度

第5期計画

第5期計画

2

5

平成30年度

0

第5期計画

1

令和2年度

1

平成30年度 平成31年度 令和2年度

1 11 1

平成30年度

3



⑨自動車改造費補助事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

⑩点字図書給付等事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

⑪奉仕員等養成事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

回 43 92 33 60 33 92 18

人 46 130 41 40 36 140 15

⑫就労支援センター事業

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

雇用実績 38 45 45 50 46 54 39

相談件数 4,940 6,113 6,193 6,728 5,885 7,343 6,051

●第１期障害児福祉計画の実績について

障害児支援

見込み 実績 見込み 実績 見込み 実績

計画相談支援 人/月 17 32 21 37 24 42 30

児童発達支援 人/月 24 21 30 22 45 22 46

医療型児童発達支援 人/月 0 0 0 1 0 1 0

放課後等デイサービ
ス

人/月 212 202 242 226 278 250 294

保育所等訪問支援 人/月 - 0 0 1 0 1 0

※障害児計画相談は、１月ごとの利用者数

第5期計画

令和2年度

第5期計画

令和2年度

第5期計画

令和2年度

2

第5期計画

令和2年度

02 2 3

平成31年度

平成30年度 平成31年度

0

平成30年度

平成30年度 平成31年度

0

1

平成30年度 平成31年度

計画 単位
平成29年度

実績

就労支援センター事
業

奉仕員等養成事業

計画 単位
平成29年度

実績

計画 単位
平成29年度

実績

点字図書給付等事業 人 1

計画 単位
平成29年度

実績

第5期計画

令和2年度

自動車改造費
補助事業

5

平成31年度

平成30年度

件 7 7 8 9

計画 単位
平成29年度

実績

4



【令和２年度青梅市障害者計画施策項目別評価集計表】 資料２-１

A B C D

(1) 5 1 4

(2) 4 4

(3) 4 3 1

(4) 2 2

(1) 5 4 1

(2) 6 6

(3) 3 2 1

(4) 5 3 1 1

(5) 4 3 1

(1) 6 5 1

(2) 3 3

(3) 5 1 4

(1) 6 6

(2) 4 3 1

62 14 41 7 0

100% 22.6% 66.1% 11.3% 0.0%

【総評】

B

C

D

目標を達成したもの

目標は達成しなかったが、数値的な成果として伸びがあり、前進があったと認められたもの・事業内容に変化なく
維持・継続して行ったもの

事業内容は縮小されていないが、数値的な成果として減少があり、後退したと認められたもの

新規事業として実施できなかったもの・事業内容や制度が縮小、廃止して後退したもの

評価
項目数施策一覧

合　　　計

評価

A

観点

就労の促進

経済的自立の支援

住居の確保

情報提供・相談支援の充実

障害福祉サービスの充実

保健・医療の充実

障害児支援の体制の確保

切れ目のない支援体制の整備

1-3自立支援の推進

　評価がB以上のが全体の88.7.2％を占め、令和２年度における具体的な取り組みについては、概ね予定通り進んでいる
が、評価Cの数値的な成果として減少があり後退したとの評価が７項目11.3％あった。その一因として、新型コロナウイルス
感染症拡大による事業の中止や、協議機会の減少が生じたためと考えられる。代替的な手段を検討していく必要がある。
２　生活支援の推進、（１）情報提供・相談支援の充実、(1)-イ地域移行支の推進では、地域包括ケアシステムの構築に向
け、保健所や医療機関、都関係機関等との情報共有、共通認識を改めたところであるが、具体的な機能の構築にむけて実
現していく必要がある。
２　生活支援の推進、（４）障害児支援の体制の確保、(4)-ウ特別支援教育の充実においては、令和２年度で全小・中学校
への特別支援教室の設置が完了し、特別な支援が必要な児童・生徒に対し指導を実施することができるようになった。
２　生活支援の推進、（５）切れ目のない支援体制の整備、(5)-イ療育ネットワークの構築においては、基幹相談支援セン
ターの整備のあり方について具体的な協議は行っていない。地域生活支援拠点の整備および児童発達センターの整備、
医療的ケア児の協議の場等、第５期障害者計画の最終年度までに実現可能な検討を具体化する必要がある。

1-1　共生社会の形成

ノーマライゼーションの推進

ボランティア活動の促進

学習・文化・スポーツ活動の振興

1-2生活支援の推進

交流機会の拡大

1-4快適なまちづくりの推進

福祉のまちづくりの推進

防災・防犯対策の充実



１　共生社会の形成 （１）ノーマライゼーションの推進 (1)-ア 普及啓発
市の広報紙、ホームページなど多様な媒体や機会等
を活用して、障害に関する正しい知識の普及啓発を
行います。

障がい者福祉課

広報おうめや市ホームページ、行政メー
ル等で、障害に対する正しい知識の広
報、啓発を実施した。障害者週間では、
障害者作品展を市役所ロビーで開催し、
活動の成果を発表した。

B 継続

広報おうめ等の紙媒体に加え、ホー
ムページや行政メール等デジタル媒
体で、障害者週間等の機会を捉え障
害に対する正しい知識の普及啓発に
努めたため。

引き続き、広報おうめや市ホームペー
ジ、行政メール、市ツイッター等多様
な媒体や、各種行事等の機会を活用
し、障害に関する正しい知識の普及啓
発に努めていく。

１　共生社会の形成 （１）ノーマライゼーションの推進 (1)-ア 普及啓発

ヘルプカードの普及啓発や各種講演会当の実施など
により、市民理解を進めるとともに、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会開催における共
生社会の機運および青梅市の差別解消条例の制定に
合わせ啓発を推進していきます。

障がい者福祉課

青梅市の差別解消条例「障がいのある人
もない人もその人らしく暮らせる共生の
まち青梅市条例」を制定した。
ヘルプカードについて、障害者週間に合
わせ、市民向けには広報おうめや行政
メールで、市職員向けにはオールメール
で周知を図った。

B 継続

青梅市の差別解消条例を制定し、共
生のまちづくりに向けた市の取組み
の推進を行った。
新型コロナウイルス感染症の感染防
止のため、各種イベントが中止とな
り、ヘルプカードの周知啓発機会の
確保が困難であった。

「障がいのある人もない人もその人ら
しく暮らせる共生のまち青梅市条例」
を制定したが、理念の普及啓発、差別
事例への対応等は次年度以降の取組を
充実させていく必要がある。
障害をお持ちでない方への啓発の拡大
が課題であるため、条例、ヘルプカー
ド等の啓発方法の工夫をする必要があ
る。

１　共生社会の形成 （１）ノーマライゼーションの推進 (1)-イ 情報バリアフリーの促進

情報格差の縮小に努め、情報伝達手段の充実など情
報利用の円滑化を促進し、障害のある方のコミュニ
ケーションを広げ、自立と社会参加を支援していき
ます。

秘書広報課
障がい者福祉課

広報紙での情報発信に際しては、ＵＤ
フォントを採用し見やすくするととも
に、視覚障がいのある方に配慮した配色
とした。また、広報紙やホームページに
ついては読み上げサービスを提供した。
（秘書広報課）
障がい者のしおりを更新し、引き続き音
声コードを掲載した。（障がい者福祉
課）

A 継続

誰が見ても同じように情報が得られ
るよう広報紙ならびにホームページ
作成において配慮を行っている。
（秘書広報課）
市の刊行物に音声コードを採用する
よう、定期的に周知を図った。（障
がい者福祉課）

現状を維持しつつも、今後さらなる情
報格差の解消を図ってゆく必要があ
る。（秘書広報課）
音声コード等の活用の周知、啓発を継
続して行っていく必要がある。（障が
い者福祉課）

１　共生社会の形成 （１）ノーマライゼーションの推進 (1)-ウ 意思疎通支援の充実

重度の言語機能障害のある方への意思伝達装置など
日常生活用具の利用促進や、聴覚障害のある方への
手話や字幕、要約筆記などのコニュニケーション手
段の確保に努めます。

障がい者福祉課

青梅市障害者等日常生活用具日給付等事
業実施要綱にもとづき、障害に応じたコ
ミュニケーション手段の確保のための日
常生活用具を支給した。

B 継続
日常生活用具の給付は、太陽年数に
応じて更新をする方に給付するな
ど、適切な支給を実施している。

情報通信用具等の発達、進歩が急速に
進んでいる。意思伝達装置などの情報
通信機器の進歩に対応した給付につい
て要綱等の改正を検討していく必要が
ある。

１　共生社会の形成 （１）ノーマライゼーションの推進 (1)-ウ 意思疎通支援の充実

視覚や聴覚等の障害により情報の取得や伝達が困難
な方について、手話、要約筆記、点字などを活用し
てコミュニケーション手段の確保をする。
重度の言語機能障害の借る方への意思伝達装などの
日常生活用具の利用促進に努めます。
緊急連絡先や必要な支援内容が記載された「ヘルプ
カード」の普及・啓発ならびに、手話通訳設置事業
を実施します。

障がい者福祉課

情報支援用具の支給を７件実施した。
ヘルプカードは、障害者手帳の交付時等
に配布している。産業観光祭や、総合防
災訓練等での配布は、コロナ禍により見
送りとなった。ヘルプカード事業は、障
害のある方には定着しているため、障害
のない方への認知を上げるため、チラシ
やポスターを作成し、公共施設や駅、
ショッピングセンター等に提示依頼をし
た。
市窓口に週２回手話通訳を設置し、聴覚
障害者者の意思疎通支援を行った。

B 継続

ヘルプカード事業および手話通訳設
置事業は、障害のある方の認知は定
着してきている。市民全体への認
知、理解を高めるため、市の各課、
市民への周知を実施した。

コロナ禍に伴う活動制限により、ヘル
プカードの周知、啓発の機会が少なく
なった。今後も広報や、行政メール、
ポスターなどを活用し市民全体への周
知に力を入れていく必要がある。

１　共生社会の形成 （２）ボランティア活動の促進 (2)-ア
学校教育における福祉ボ
ランティア活動等の取組

福祉意識の啓発や活動への参加の機会づくりを進め
るとともに、障害についての理解促進や福祉に関す
る教育の充実・強化を図ります。

指導室

例年は、生徒会によるボランティア活動
等に取り組んでいるが、新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴い、ほとんど実施でき
なかった。

B 継続
結果として、コロナ禍により、活動
が制限されたが、例年同様の計画は
あった。

コロナ禍に伴う活動制限への対応

１　共生社会の形成 （２）ボランティア活動の促進 (2)-ア
学校教育における福祉ボ
ランティア活動等の取組

小・中学校などにおいて、福祉に関する教育や交流
などにより、心の障壁の除去（バリアフリー化）を
図るとともに、福祉への理解と関心を高めます。

指導室

特別支援学級と通常級との校内交流や、
副籍事業における特別支援学校在籍児
童・生徒との交流、学校間交流に取り組
んだ。

B 継続
コロナ禍のため、直接交流などの中
止した事業もあったが、できる範囲

で行った。
コロナ禍に伴う活動制限への対応

１　共生社会の形成 （２）ボランティア活動の促進 (2)-イ
ボランティア・市民活動
センターの拡充

「ボランティア・市民活動センター」の運営の充実
を図り、ボランティアの確保・ボランティア育成講
座の開催、活動の組織化を進めるとともに、ボラン
ティア・コーディネーターなどの体制充実を図り、
ボランティア活動を促進します。

市民活動推進課

ボランティア・市民活動センター運営費
の補助金の交付をした。市民活動団体支
援の講座については、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止した。

B 継続
講座は中止としたが、補助金交付す
ることで、ボランティア・市民活動
センターの支援を継続したため

ボランティア団体登録が近年減少傾向
にある。団体の高齢化が理由に挙げら
れる部分もある。

市民提案協働事業を実施し、採択された
市民活動ＰＲコーナーにおいて、市

評価事業番号 事業名施策 令和２年度取組状況
今後の方向

性
評価の理由体系 事業内容 担当課



績のある美術館市民ギャラリーについ
て、障害者団体等へ貸出出来るよう準備
した。（文化課）

令和２年度については、美術館市民
ギャラリーの障害者団体等への貸出
は無かったため。（文化課）

今後も活動成果の発表の場として提供
できるよう準備し支援していく。（文
化課）

（３）学習・文化・スポーツ活動の振
(3)-イ 障害者スポーツの振興

障害のある方とない方との交流の場としてスポーツ
に親しむことができる機会を作り、障害のある方の
生活・活動の幅を広げていきます。

スポーツ推進課

青梅市スポーツ推進委員協議会主管の
ボッチャ体験会・交流会を障がいの有無
を問わず参加募集し、交流の機会創出を
図ったが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止とした。

C 継続

パラリンピックの正式競技であり、
今後の青梅市での普及の土台作りと
して計画したが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、中止とし
た。

誰もが一緒に楽しめるように、大会運
営を工夫する必要がある。独自のルー
ルを交えて実施するため、事前の周
知、統一が必要である。

（３）学習・文化・スポーツ活動の振
(3)-イ 障害者スポーツの振興

レクリエーション活動への参加機会を拡大すること
によって、障害のある方の生活・活動の幅を広げて
いきます。

スポーツ推進課
障がい者手帳を持つ方は総合体育館のト
レーニングルーム、個人開放が無料で利
用できる。

A 継続
利用実績は多く、活動の機会を提供
している。

総合体育館内のバリアフリー化を推進
する必要がある。

（３）学習・文化・スポーツ活動の振
(3)-イ 障害者スポーツの振興

東京都障害者スポーツ大会などの啓発周知に努める
とともに、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会開催を契機に、より多くの市民や企業等に
広く障害者スポーツに対する理解を深めるための啓
発等に努めます。

スポーツ推進課

オリンピック・パラリンピック担当と連
携し、ブラインドサッカー、ボッチャ、
シッティングバレーの体験会を実施し、
パラスポーツへの理解促進に取り組ん
だ。

A 継続

参加者へのアンケートにて、障がい
がある方への接し方の理解促進やパ
ラスポーツへの理解度向上につな
がったという回答が多くあった。

東京２０２０大会後はどのように継続
していくか、検討が必要である。

１　共生社会の形成 （４）交流機会の拡大 (4)-ア イベント事業等の充実

障害のある人と無い人が理解しあい、ともに暮らす
地域社会の形成を図るために、スポーツ・レクリ
エーションフェスティバルなどでスポーツ交流等を
の各種イベントの推進、ふれあい事業等の一層の充
実を図ります。

スポーツ推進課
障がい者福祉課

スポーツ・レクリエーションフェスティ
バルや障がい者と家族のスポーツ大会に
おいてスポーツ交流の機会の提供を計画
したが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、中止とした。

C 継続
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止とした。

障がいの有無を問わず参加してもらう
ため、参加しやすい教室であることを
周知する。

１　共生社会の形成 （４）交流機会の拡大 (4)-イ
地域における交流機会の
創出

地域の方との連携を深め、障害のある方が地域へ出
る機会を増やすことを目的に、障がい者サポートセ
ンターや市民センター、自治会、各種地域団体と連
携し、障害者作品展示会などの行事をはじめとする
地域交流機会の充実を図り、地域における住民相互
の交流機会の創出を支援します。

障がい者福祉課
市民活動推進課

各市民センター文化祭や地域のふれあい
祭等は新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止とし、地域交流機会の創出の
支援はできなかった。（市民活動推進
課）
障害者施設等作品展示会を開催し、各障
害者施設の多くが生産活動・創作活動を
行っていることを広く紹介できた。
（障がい者福祉課）

B 継続

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とし、取組ができなかっ
た。（市民活動推進課）
作品展示会を通して、市民の方々に
障害者の可能性を知って頂く機会が
得られた。（障がい者福祉課）

市民センター文化祭等は、参加者を多
く集めるイベントであるため、新型コ
ロナウイルス感染症の動向に注視し、
地域交流機会を設けることができるか
開催方法の工夫が必要である。（市民
活動推進課）
市内の各障害者施設の多くで、障がい
を持っている方が、思い思いに創作活
動に取り組む姿をＰＲできる機会なの
で、引き続き支援していく。（障がい
者福祉課）

２　生活支援の推進 （１）情報提供・相談支援の充実 (1)-ア
障がい者サポートセン
ターの充実

障害児を含めた障害者やその家族等からの相談に応
ずる相談支援事業、障害者への地域活動支援セン
ター事業、障害者団体への会議室等の貸出し等の事
業の充実を図ります。

障がい者福祉課

　相談支援事業、地域活動支援センター
事業および生活支援事業等を実施。
サポートセンター
・相談延件数　9,918件（令和2年度）
・軽作業参加延人数　3,386人

B 継続

新型コロナウイルス感染拡大のため
事業を縮小したが、これに伴い不安
を訴える利用者による相談件数が増
加した。

相談者の増加により平成31年度より精
神保健福祉士を1名増員し対応してい
るが、相談内容は多様化しており、相
談支援事業、地域活動支援センター事
業および生活支援事業等のさらなる拡
充を求めていく。

２　生活支援の推進 （１）情報提供・相談支援の充実 (1)-ア
障がい者サポートセン
ターの充実

障害者虐待防止業務を適切に実施し、虐待の未然防
止、早期発見、迅速な対応など虐待防止対策を推進
します。

障がい者福祉課

・障害者虐待防止法施行に伴い、市と障
がい者サポートセンターに機能を設置。
・リーフレットの作成
・広報おうめおよび市ホームページに掲
載

B 継続

前年度の市民向け障害者虐待防止啓
発講演会に引き続き事業者向け講演
会を計画したが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から実施を中
止した。

市と障がい者サポートセンターに虐待
防止にかかる相談機能を設けている
が、更に広く認知を図るとともに、障
害者虐待防止啓発講演会を開催し市民
へ啓発していく。

２　生活支援の推進 （１）情報提供・相談支援の充実 (1)-イ 地域移行支の推進
地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助等につ
いて、引き続き丁寧な情報提供による周知、利用促
進を図ります。

障がい者福祉課
地域移行支援、地域定着支援は利用者が
無かったが、自立生活援助は1名の実績が
あった。

B 継続
情報提供による周知・利用促進を
行っている。

地域移行を推進するために、新しい
サービスの利用について引き続き情報
提供に努め促進していく必要がある。

２　生活支援の推進 （１）情報提供・相談支援の充実 (1)-イ 地域移行支の推進

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
について、当事者および保険・医療・福祉に携わる
方を含む様々な関係者が、情報共有や連携を行う場
の構築を検討します。

障がい者福祉課
地域包括ケアシステムの構築に向け、保
健所や医療機関、都関係機関等との情報
共有、共通認識を改めたところである。

C 継続
地域包括ケアシステムの構築に向け
スタートを切ったが、具体的な機能
の構築には至っていない。

引続き関係機関へ情報提供、共通認識
を徹底し、連携を図っていく。

権利擁護についての啓発活動を推進し、障害者の権
利行使の援助、障害者差別や虐待防止に関して取り
組み、青梅市社会福祉協議会をはじめとする関係機 障がい者福祉課

障害のある方の成年後見の首長申し立て
を３件行った。（障がい者福祉課）
青梅市社会福祉協議会と連携し、社協だ

申し立て人がいないまたは困難な障
害のある方の成年後見人の首長申し
立てを行い、権利擁護に努めた。
（障がい者福祉課）

権利擁護や成年後見について、広く市
民に周知することが必要である。市民
に周知することにより、障がい者への



２　生活支援の推進 （２）障害福祉サービスの充実 (2)-ア 自立支援給付の充実

日中活動系サービスについては、特別支援学校卒業
時の就労支援や生活介護、緊急一時保護のための短
期入所など、需要増が見込まれるサービスについて
は、支援体制の確保に向けて検討します。
青梅市自立センターにおいて、引き続き障害福祉
サービスの充実に努めます。

障がい者福祉課

日中活動系サービスについては、市内13
か所の生活介護、自立訓練、就労移行支
援または就労継続支援を行う事業所に対
し補助金を交付した。
また、自立センターにおいて、比較的重
度の方の受入れを継続して行っている。

B 継続

日中活動系サービス事業所に対し補
助金を交付し、支援体制の量的、質
的確保を図っている。
また、自立センターでは、比較的重
度の方の受入れを継続して行い、日
中活動の場の確保を図っている。

日中活動系サービスの需要増に伴い、
株式会社等の福祉サービス参入の機会
が増えている。日中系活動サービス推
進事業補助金の第三者評価受審加算等
により、サービスの質の確保を継続し
ていく。

２　生活支援の推進 （２）障害福祉サービスの充実 (2)-ア 自立支援給付の充実

居住系サービスについては、障害のある方の地域移
行が求められており、介護者の高齢化等により潜在
的な需要があると見込まれています。
民間事業者の活用による共同生活援助（グループ
ホーム）の充実を図るとともにあわせて、グループ
ホーム入居者が日中に活動する生活介護等の施設に
ついても充実を図ります。

障がい者福祉課
共同生活援助事業所は、令和２年度に４
か所新規開設し、53ユニットとなった。 B 継続

新規開設事業者への情報提供、調整
等を行い、ニーズに対する対応を
行った。

親亡き後問題、地域移行の推進によ
り、共同生活援助（グループホーム）
の需要が高まっているが、が、土地活
用などを目的とした新規事業参入も目
立っており、サービスの質の確保が求
めらている。

２　生活支援の推進 （２）障害福祉サービスの充実 (2)-ア 自立支援給付の充実

各サービスの質の向上や、事業の透明性を確保する
ため、第三者評価機関への受審や第三者委員会に設
置、事業所連絡会の開催等を促します。
また、福祉サービスを支える人材育成のため、様々
な養成の機会を活用した情報提供に努めます。

障がい者福祉課
「日中活動系サービス推進事業補助金」
で、福祉サービス第三者評価の受審費用
の補助を行った。（13件中4該当は4件）

B 継続
第三者評価の受審を促進するための
補助事業は、サービスの質の向上の
ため有効である。

放課後等デイサービス事業連絡協議会
のような、事業所連絡会等の開催等は
今後の検討課題である。
また、人材育成の養成機会の情報提供
を強化する必要がある。

２　生活支援の推進 （２）障害福祉サービスの充実 (2)-イ 地域生活支援事業の充実

意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動
支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支
援事業の実施を継続するとともに、自動車運転教習
費補助事業、奉仕員等養成事業などの事業の周知、
内容の充実を図ります。

障がい者福祉課

地域活動支援センター、特定相談支援事
業所等において、障害者・児に対するマ
ネージメントを行うとともに、市ホーム
ページや障害者のしおりを活用し、制度
の周知を行った。

B 継続

退院調整を行う医療機関の相談員
や、介護保険のケアマネージャーへ
の情報提供に努め、適切なサービス
支給を行った。

市ホームページや障害者のしおりを、
必要な人が必要な情報を得られるよ
う、音声サービスやわかりやすい言葉
使いや絵の活用等、障害特性に合わせ
た配慮を行い、制度の周知、内容の充
実を図っていく。

２　生活支援の推進 （２）障害福祉サービスの充実 (2)-ウ 一般サービスの充実
引き続き、障害者の需要を把握しながら、個々の
サービスの実情に沿った充実を図り、障害者の生活
支援に努めます。

障がい者福祉課

福祉サービスの実施や経済的負担を減ら
すため各種助成・給付事業や減免、割引
制度の実施や周知を行った。
新型コロナウイルスの感染拡大により外
出を控えている障害者に対し、買物代行
サービス事業を実施した。

B 継続
各種サービスに加え、新たに新型コ
ロナウイルス感染症対策として、買
物代行サービスを実施した。

需要に沿った支援となるよう、制度の
改廃を検討していく。

２　生活支援の推進 （３）保健・医療の充実 (3)-ア
生活習慣病等の疾病等の
予防

障害の原因となる生活習慣病をはじめとする疾病の
予防、二次障害、障害の重度化を防ぐため、必要な
医療の給付や、健康診断、診療および検査を受ける
ことを勧奨していきます。

健康課

生活習慣病をはじめとする疾病の予防の
ため、健康講座・健康相談を実施。健康
診断の勧奨のため、全世帯にがん検診の
啓発冊子を配布した。

C 継続

各がん検診の受診率については、コ
ロナ禍の受診控えのため前年度比で
15％程度減少した。
健康講座等、人が密になりやすい行
事の一部を中止した。

コロナ感染症に対する正しい情報を発
信することにより、受診控えを少なく
する必要がある。
健康講座等の人が密になる行事につい
ては、感染予防対策を検討・実施する
必要がある。

２　生活支援の推進 （３）保健・医療の充実 (3)-イ
障害に対する適切な保
健・医療サービスの充実

障害者等一人一人に応じた適切な医療・歯科医療
サービスが受けられるよう、専門医療機関、保健所
等との連携を図り、障害に応じた適切な保健事業を
実施し、障害者の保健対策の推進を図ります。

健康課
障がい者福祉課

健康講座・健康相談にて、必要に応じて
関連機関との連携を図り、対象者の個別
性に応じた支援を実施した。（健康課）
難病医療費助成や、障害者医療費助成、
自立支援医療費助成により、適切な医療
を、受けるための医療費負担の軽減を
行った。（障がい者福祉課）

B 継続

相談件数は少ない。（健康課）
障害のある方が適切な医療を受けら
れるように、各種医療費助成を実施
した。（障がい者福祉課）

障害の程度に応じた適切な医療が受け
られるよう、関連機関との連携を図り
ながら対象者を支援していく必要があ
る。（健康課）（障がい者福祉課）

２　生活支援の推進 （３）保健・医療の充実 (3)-イ
障害に対する適切な保
健・医療サービスの充実

公共交通機関をはじめとする通院等のための移動手
段を検討します。

都市整備部管理
課

障がい者福祉課

車椅子を利用するなど、自力での歩行や
公共交通機関の利用が困難な方が外出す
る時に、リフト付ワゴン車（福祉バス）
による輸送サービスおよび、民間輸送事
業者への補助事業を実施している。
また、障害者手帳の所持者へ、都営交通
無料乗車券の発行を行っている。

B 継続

福祉バスや、民間事業所への補助事
業、都営交通無料乗車券の発行を継
続し、通院等の移動手段の確保に努
めた。

引き続き、福祉バスによる輸送サービ
スを継続していく。

保護者の希望を確認し、保育所と対応策
を検討したうえで受入れを行っている。

保育所入所事前連絡票を作成し、事
前に希望保育所と受け俺後の対応に
ついて確認を行うなど、保護者、保

重度の障害がある場合の集団保育の実
施について、どのような保育や支援が
可能か検討する必要がある。



２　生活支援の推進 （４）障害児支援の体制の確保 (4)-イ 相談支援体制の充実
就学相談をはじめとした相談の充実を図るととも
に、その家族に対する支援にも努めます。

学務課
障がい者福祉課

特別支援教室の設置などにより特別支援
へのニーズは高まっており、就学相談・
教育相談とも相談件数が増加している。
教育相談所の心理相談員を１名増員し
た。

A 継続
就学相談・教育相談とも相談件数が
増加しているが、適切に対応してい
る。

今後も増加すると考えられる相談への
対応を図ること。

２　生活支援の推進 （４）障害児支援の体制の確保 (4)-イ 相談支援体制の充実
ライフステージに対応したサービス・支援の提供が
行えるように努めていきます。

健康課
障がい者福祉課
子育て推進課

子ども家庭支援課

  妊娠届出時に面接を実施し、個々のラ
イフステージに応じた支援の案内や不安
を抱える妊産婦に寄り添い安心して育児
ができるよう支援を行った。また乳幼児
健康相談や電話相談を通し、母親の悩
み、不安解消に努めた。関係機関とし
て、子育て支援センターや子ども家庭支
援センターと連携し、支援を行うことが
できた。（健康課）
保育所、幼稚園、学童保育所等に対し、
巡回相談員等による相談業務を実施し、
指導方針等の助言を行っている。(子育推
進課）
子ども家庭支援センターにおける子育て
総合相談を行うとともに、子育てひろば
において、簡易な子育てに関する相談を
行った。（子ども家庭支援課）

A 継続

　コロナ禍の中、感染予防に努めな
がら、電話や訪問などにより個々の
相談に対応できた。また関係機関に
つなぐことができた。（健康課）
保育所等での様子を巡回相談員が実
際に確認するため、的確なアドバイ
スを行える。（子育て推進課）

子ども家庭支援センターにおいて年
間相談件数1,161件のうち40件の障
害相談を実施した。
また、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、子育てひろばを一時
休館・休止としたが、その間、電話
よる相談を実施した。（子ども家庭
支援課）

育児に不安や悩みを感じ、精神的に不
安定な保護者がひとりで思いを抱え込
まないよう、妊娠期から個別面談等を
行いながら個々の状況把握に努め、切
れ目ない支援に取り組む必要がある。
　また、子育て世代包括支援セン
ター、子ども家庭支援センターと連携
し支援・相談をさらに充実させていく
必要がある。（健康課）

他の関係団体や教育委員会等と引き続
き相談支援体制の充実や連携方法につ
いて検討していく必要がある。（子育
て推進課）
相談件数も増加していることから、引
き続き、子ども家庭支援センターの組
織強化等、相談体制の充実を図りま
す。（子ども家庭支援課）

２　生活支援の推進 （４）障害児支援の体制の確保 (4)-ウ 特別支援教育の充実
障害の種類や程度に応じた教育を行うとともに、
個々のニーズに応じた支援、施設整備に努めます。

学務課
指導室

令和２年度で全小・中学校への特別支援
教室の設置が完了し、特別な支援が必要
な児童・生徒に対し指導を行っている。

A 継続
全小・中学校への特別支援教室の設
置が無事に完了した。

今後も増加すると考えられる特別な支
援が必要な児童・生徒に対応した適切
な教室運営と施設整備を行うこと。

２　生活支援の推進 （４）障害児支援の体制の確保 (4)-エ
特別支援学校等との連携
の推進

特別支援教育パートナーシップ、相互車検研修の実
施などについて推進し、特別支援学校や特別支援学
級等の教育関係者と、日常的に連携を図ることで、
障害があっても、安心して必要な教育的支援が受け
られるよう、環境の整備、推進に努めます。

学務課
指導室

特別支援教育推進協議会、就学支援委員
会における委員委嘱や各種研修会講師、
巡回訪問相談員としての特別支援教育
コーディネーター派遣等により特別支援
教育に関する連携を図った。

B 継続

各種会議、研修会等で特別支援学校
等との連携は図れているが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により
機会が減少した。

会議・研修内容の精査するとともに多
くの教員が参加できる機会を増やし、
さらなる連携を目指すこと。

２　生活支援の推進 （５）切れ目のない支援体制の整備 (5)-ア
自立支援協議会の機能の
充実

自立支援協議会のネットワークを強化、活用し、
様々な障害支援機関が、一人ひとりの各ライフス
テージにおける課題等を共有することにより、総合
的な支援を進めていきます。

障がい者福祉課

令和２年度は、事例検討会や見学会など
の行事は新型コロナウイルス感染症拡大
により見合わせとなり新規の事業には取
り組めなかったが、青梅市の差別解消条
例策定にかかる検討、意見をいただくな
ど委員の専門性を生かした協議を行っ
た。

B 継続

新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響により、活発な協議会活動は実
施できなかったが、各分野の委員の
ネットワークが、コロナ対策やケー
スの課題解決に向けた連携に効果的
である。

年４回の自立支援協議会会議のうち、
１回の会議を、緊急事態宣言の発出に
より、書面開催に変更し協議、報告を
実施した。
リアルタイムの対面協議ではなかなか
発言がない委員からの意見等も得られ
る書面会議の利点もある。
新しい日常に即した協議の方法につい
て、WEB開催等の可能性も検討する必

２　生活支援の推進 （５）切れ目のない支援体制の整備 (5)-イ 療育ネットワークの構築

障がい者福祉課、子育て世代包括支援センター、地
域福祉コーディネーター、幼稚園、保育所、児童相
談所、保健所、学校、民生児童委員等の関係機関が
連携し、切れ目のない療育ネットワークの構築を図
ります。

障がい者福祉課
子育て推進課
福祉総務課

学務課
健康課

民生児童委員は、こんにちは赤ちゃん事
業をはじめ、学校等と連携し、地域の
ネットワークの構築に努めた。（福祉総
務課）

B 継続

新型コロナウイルス感染症の拡大防
止により、直接の関りがもてなく
なっているが、日々の地域の見守り
が、ネットワークづくりの一部と
なっている。（福祉総務課）

個人情報の保護はあるが、必要な関係
機関では、情報共有を行う必要があ
る。この情報共有により、支援のため
のネットワーク構築につながる。（福
祉総務課）

２　生活支援の推進 （５）切れ目のない支援体制の整備 (5)-イ 療育ネットワークの構築

障害の発見から就学までの療育、学齢期、卒業後の
生活、重度化、高齢化など各ライフステージにおい
て、障害のある方それぞれに応じた切れ目ない支援
を行う際の枠組みの中心として、基幹相談支援セン
ターの整備のあり方について検討します。

障がい者福祉課
基幹相談支援センターの整備のあり方に
ついて具体的な協議は行っていない。

C 継続
障害者計画では、令和５年度までに
期間相談支援センターの整備を目標
としている。

段階的に議論を進め、実現にむけてク
リアしていく点のあぶり出しを行う必
要がある。

３　自立支援の推進 （５）切れ目のない支援体制の整備 (5)-イ
障害者就労支援センター
の充実

多様なニーズへの対応や就労継続の支援等を図るた
め、障害者就労支援センターの支援力を高めるとと
もに、日常生活支援、職業生活支援、社会生活支援
等を行います。

障がい者福祉課
職業相談、就労準備相談などの就労面の
支援や日常生活、社会生活などの生活面
の支援を行った。

B 継続

新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止を図るため相談支援事業を縮
小した時期もあったが、オンライン
やリモート面接を実施するなど新た
な取り組みを始めることもできた。

障害者一般企業への就労を実現し、安
定して働き続けられるように支援を
行っていく。

３　自立支援の推進 （１）就労の促進 (1)-ア
障害者就労支援センター
の充実

障害者が、安心して一般企業への就労を実現し、継
続していけるよう支援を行います。

障がい者福祉課

業種により勤務面でのバランスが乱れ、
そのような事象に直面した障がい者の方
が今後仕事というものをどのように捉え B 継続

就労面・生活面での問題について
は、本人、家族、会社担当、学校担
当、生活支援者等と連絡を取り合

近年は利用者の勤務面において、生活
リズムの乱れによる精神不調に陥る人
も見られ、家族も含めたメンタル面で



３　自立支援の推進 （１）就労の促進 (1)-イ
公共職業安定所（ハロー
ワーク）等との連携

障害者の就労機会の確保については、引き続き、公
共職業安定所（ハローワーク）や企業、特別支援学
校等との連携を図りながら、障害者の就労を促進し
ます。

障がい者福祉課

公共職業安定所、青梅商工会議所、障害
者就労支援センターおよび市の４つが連
携し、企業向けの障害者雇用促進のため
企業見学会は、新型コロナ感染症の影響
を受け見送りとなった。

B 継続
コロナ禍で開催できなかった企業見
学会について、オンライン等、別の
形での開催に至らなかった。

関係機関が連携して実施する見学会
は、参加者から好評をいただきてい
る。コロナ禍においても実施できる企
画を検討する必要がある。

３　自立支援の推進 （１）就労の促進 (1)-イ
公共職業安定所（ハロー
ワーク）等との連携

離職の確認の際には、就労移行支援事業や公共職業
安定所（ハローワーク）等への照会を行い、離職後
のフォローや再就職に向けた支援を行うよう努めま
す。

障がい者福祉課

離職の確認の際には、就労移行支援事業
や公共職業安定所（ハローワーク）等へ
の照会を行い、離職後のフォローや再就
職に向けた支援を行うよう努めた。

B 継続

感染症への不安を抱える就労者は、
面談の差し控えの希望があったが、
電話やメールで対応し、フォローに
努めた。

離職の確認の際には、就労移行支援事
業や公共職業安定所（ハローワーク）
等への照会を行い、離職後のフォロー
や再就職に向けた支援を行うよう努め
ます。

３　自立支援の推進 （１）就労の促進 (1)-ウ
企業や福祉施設とのネッ
トワークの構築

障害のある方が働くことを通して生きがいのある生
活を送ることができるように、一般企業への就労の
促進を図るとともに、就労支援を行う障害福祉サー
ビス事業所との連携を進め、就労支援体制の充実を
図ります。

障がい者福祉課

公共職業安定所、青梅商工会議所、障害
者就労支援センターおよび市の４つが連
携し、企業向けの障害者雇用促進のため
企業見学会は、新型コロナ感染症の影響
を受け見送りとなった。

C 継続
コロナ禍で開催できなかった企業見
学会について、オンライン等、別の
形での開催に至らなかった。

関係機関が連携して実施する見学会
は、参加者から好評をいただきてい
る。コロナ禍においても実施できる企
画を検討する必要がある。

３　自立支援の推進 （２）経済的自立の支援 (2)-ア 年金・手当等の支援
障害者やその家族に対し、国や東京都などが実施す
る各種手当などの支給により、経済的な支援を行
い、生活の安定を図ります。

障がい者福祉課
子育て推進課
保険年金課
生活福祉課

引き続き手当の支給や医療費の助成を実
施している。（子育て推進課）
障害基礎年金受給に必要な書類作成など
手続の支援を行い、障害基礎年金による
生活の安定を図った。（保険年金課）
生活困窮者自立支援法にもとづく支援を
行うことと併せ社会福祉協議会による貸
付制度等を活用することにより、経済的
自立を目指した。（生活福祉課）

B 継続

前年と同様に継続的に実施した。
（子育て推進課）
窓口や電話により、障害基礎年金の
受給に関する手続の支援や案内を実
施した。（保険年金課）
生活困窮者自立支援法にもとづく支
援を行うことと併せ社会福祉協議会
による貸付制度等を活用することに
より、経済的自立を目指す。（生活
福祉課）

障害基礎年金受給に当たり、日本年金
機構に提出する書類が多岐にわたるこ
とから誤記が多く、対応に手間と時間
を要するため、日本年金機構と対応方
法の協議が必要。（保険年金課）
生活困窮者自立支援法にもとづく制度
のさらなる周知を図り、積極的な制度
活用を推進する必要がある。（生活福
祉課）

３　自立支援の推進 （２）経済的自立の支援 (2)-ア 年金・手当等の支援
市民全般に対し、障害が生じたときの支援として障
害基礎年金等の受給など必要な情報の提供を行いま
す。

保険年金課
生活福祉課

生活困窮者自立支援法にもとづく支援を
行うことと併せ社会福祉協議会による貸
付制度等を活用することにより、経済的
自立を目指した。（生活福祉課）
市の広報紙や窓口等において、障害基礎
年金等の受給に必要な情報について、日
本年金機構と調整しながら提供した。
（保険年金課）

B 継続

生活困窮者自立支援法にもとづく支
援を行うことと併せ社会福祉協議会
による貸付制度等を活用することに
より、経済的自立を目指す。（生活
福祉課）
市の広報紙・窓口等により、障害基
礎年金に関する必要な情報提供を
行った。特に窓口では、障害年金ガ
イドブック等を活用し、スムーズな
情報提供を実施した。（保険年金
課）

生活困窮者自立支援法にもとづく制度
のさらなる周知を図り、積極的な制度
活用を推進する必要がある。（生活福
祉課）
市広報紙や窓口等による情報提供だけ
でなく、時代に合った周知方法を常に
模索していくことが必要。（保険年金
課）

３　自立支援の推進 （２）経済的自立の支援 (2)-イ 権利の擁護

生活設計や金銭管理を行うことが困難な障害のある
方に対して、本人の意思を尊重しながら、相談、福
祉サービスの契約や財産を保護する制度の利用を支
援し、権利の擁護を図ります。

障がい者福祉課
福祉総務課

障害の有無に関わらず、青梅市社会福祉
協議会が実施する福祉サービス利用者総
合支援事業を支援した。令和２年度苦情
対応５件、権利擁護相談５件、成年後見
利用相談３３件、専門相談が６件あっ
た。（福祉総務課）

B 継続

福祉サービスや苦情対応機関につい
て、パンフレットや社協だよりによ
り、周知を図った。
また、弁護士による専門相談も行っ
た。（福祉総務課）

青梅市社会福祉協議会が行っている
サービス利用者総合支援事業を支援す
るため、福祉サービスについて、さら
に周知を行う必要がある。（福祉総務
課）

３　自立支援の推進 （３）住居の確保 (3)-ア 居住支援

身近な地域で、生きがいを持って、自立した生活を
送るために基盤となる住まいの場の確保の手段とし
て、障害者世帯向けの公営住宅の利用を促進してい
きます。

住宅課

市営住宅の一部に障害者世帯のみ入居で
きる部屋を設定している。すべての市営
住宅の新規入居や収入要件が緩和されて
おり、身体障害者世帯は駐車場を優先的
に使用ができるなど配慮を行っている。
また、入居後も同居の承認や名義人の継
承についての要件緩和を行っている。

B 継続

障害者世帯向けの部屋の設定は継続
し、住宅変更により入居した世帯が
１世帯あった。また、入居時および
入居後の要件緩和についても、継続
実施した。

障害の種類や程度に応じたニーズなど
を適宜把握していく必要がある。

３　自立支援の推進 （３）住居の確保 (3)-ア 居住支援
障害のある方が充実した地域生活を送ることができ
るよう、地域移行支援を行います。

障がい者福祉課
各ケースに対応した地域以降支援を実施
した。 B 継続

退院後の生活の場の確保等、関係機
関と協力し調整を行ったため。

障害福祉サービスの地域移行支援・地
域定着支援の利用の促進を図ってい
く。

３　自立支援の推進 （３）住居の確保 (3)-イ グループホームの充実

「親亡き後」の生活に不安を感じる意見が多くあげ
られていることから、障害のある方の地域における
居住の場として、重度障がい者にも対応できる支援
体制の充実を図っていきます。
新規参入の誘致に当たっては、青梅市における福祉

障がい者福祉課

令和2年度は3か所のグループホームが新
規開設となり、市民の入所先を確保し
た。また、重度化に対応するため、日中
サービス支援型グループホームの新規開

A 継続

グループホームの乱立を防ぐため、
令和3年4月1日の青梅市における福
祉施設等の配置のあり方に関する基
本方針の改正について検討し、重度
の方向けの施設の定員増を検討する

適正なグループホームの定員につい
て、社会情勢の変化や親亡きあと問題
を見据え、障害者計画、障害福祉計画
とともに今後も青梅市における福祉施
設等の配置のあり方に関する基本方針



４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-ア
東京都福祉のまちづくり
条例の促進

（建築物バリアフリー条例）などにもとづき、引き
続き、道路、公園、建築物など生活関連施設のバリ
アフリー化を推進し、障害のある方に配慮したまち
づくりを進めます。

福祉総務課
合計５件受理した。
相談や申請受理の際は、福祉のまちづく
り条例やバリアフリー化の推進を図っ
た。

B 継続
問合せに関しては、一つ一つ説明を
行い、理解を得た上で、まちづくり
条例等への意識につなげた。

される建物等についても、都市整備部
等関係部署と連携を図りながら、引続
き、福祉のまちづくりやバリアフリー
化を進める。

４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-イ
公共施設のバリアフリー
化の推進

障害者が利用する市の公共施設のバリアフリー化に
努めます。

施設課

小中学校（四校）のトイレ大規模改修工
事に合わせ、各階に車椅子で使用できる
便房を整備するなど、設計時に考慮し
た。

B 継続

建築物の新築時は、東京都福祉のま
ちづくり条例などの整備基準に合わ
せバリアフリー化を実施している
が、既存建築物のバリアフリー化
は、制約が多いため可能な限りの内
容での実施となる。

引き続き、東京都福祉のまちづくり条
例などの整備基準に合わせたバリアフ
リー化の整備に努めていく。

４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-イ
公共施設のバリアフリー
化の推進

新たに整備する市の公共施設については、ユニバー
サルデザインの考え方にもとづき整備します。

施設課
公園緑地課

新型コロナウイルス対策ＰＣＲ検査セン
ター（仮称）建設工事を計画する際に、
ユニバーサルデザインの考えにもとづき
計画するなど、改修設計時も含め配慮し
た。（施設課）
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急
推進事業補助金を活用し、公園のトイレ
の洋式化を図った。（4公園）（公園緑地
課）

B 継続

引き続き、新たに整備するものにつ
いては、ユニバーサルデザインの考
え方にもとづき整備していく。（施
設課）
開発行為における公園、緑地の整備
に関し、トイレの設置が必要となる
ものについて、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した構造とするよう指導し
ている。（公園緑地課）

引き続き、新たに整備するものについ
ては、ユニバーサルデザインの考え方
にもとづき整備していく。（施設課）
今後においても同様に指導していくと
ともに、既存公園施設の改修にあたっ
ては、ユニバーサルデザインの考えに
もとづき整備していく必要がある。
（公園緑地眞

４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-ウ
住宅のバリアフリー化の
促進

障害者が暮らすために、段差の解消や手すりの設置
など、障害に応じたバリアフリー化を進めることに
より、暮らしやすい住宅の整備を促進し、住宅改善
を支援します。

障がい者福祉課
重度の身体障害者に対し、浴室・玄関等
移動リフト設置、トイレ改修等の住宅改
修３件を支給した。

B 継続
住宅の小規模改修や、日常生活用具
の移動支援用具等を支給し、暮らし
やすい環境の整備を行った。

制度の利用がスムーズになできるよ
う、対象となる方への的確な情報提供
を行う必要がある。

４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-エ
公共交通機関のバリアフ
リー化の促進

駅などの公共的施設については、その事業者に対し
て、障害者が利用しやすい施設になるようバリアフ
リー化を推進します。

都市整備部管理
課

東日本旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲと
いう。）に対し、西多摩地域広域行政圏
協議会を通じ、駅施設のバリアフリー化
を推進し、施設改善を早期に進めるよう
要望した。

B 継続

東青梅駅北口のバリアフリー化に向
けた取り組みとして、ＪＲと駅舎お
よび自由通路の建替え協議を行っ
た。

ＪＲでは、移動等円滑化の促進に関す
る基本方針に基づき、１日当たり平均
利用者数が3,000人以上の駅を優先し
てバリアフリー化を進めており、この
基準以下の駅について、早期のバリア
フリー化は難しい状況にある。

４　快適なまちづくりの推進 （１）福祉のまちづくりの推進 (1)-オ 心のバリアフリー

障害のある方に対する誤解や偏見、差別をなくすた
めに、障害に関する正しい知識の普及啓発を行い、
市民理解を進め、ユニバーサルマナーおよび心のバ
リアフリーを推進していきます。

障がい者福祉課

障害のある方に対する誤解や偏見、差別
解消を積極的に推進するため、当事者や
家族、障害者施設代表者と協議を重ね、
青梅市版障がい者差別解消条例の策定を
進めた。

B 継続
未だ根強く残る障害者に向けられる
差別の解消に向けた取り組みの第一
歩を始めることができた。

差別解消にかかる啓発リーフレットを
作成し市民向けに広く周知するととも
に青梅商工会議所と連携し事業者への
啓発、および教育機関とも連携し、就
学時から差別解消の啓発を推進してい
く。

４　快適なまちづくりの推進 （２）防災・防犯対策の充実 (2)-ア 防災対策の推進

広報、パンフレットなどにより防災知識の普及を図
るとともに,災害発生時に冷静に行動できるよう、障
害のある方の参加による防災訓練を引き続き実施
し、防災意識の普及や非常時の対応方法の習得を図
り、家具転倒防止器具の取り付け等の普及により、
減災にも努めていく必要があります。

防災課

広報や出前講座等の機会を通じて、防災
意識の醸成や普及啓発を行った。
また、家具転倒防止器具等支給取付事業
については、積極的に広報を行い、取付
けの促進を図った。

B 継続

出前講座等の機会を通じて、地域住
民等の防災意識の醸成を図った。
また、家具転倒防止器具等支給取付
事業により８世帯の障害者世帯に対
し取付を実施した。

引き続き出前講座や防災訓練等の機会
をとらえて、障害のある方の防災意識
の醸成や非常時の対応方法の習得を推
進する必要がある。

４　快適なまちづくりの推進 （２）防災・防犯対策の充実 (2)-ア 防災対策の推進

災害時要援護者対策を進める中で、市内にある福祉
施設との連携を図り、地域における共助の仕組みを
構築し、災害時の被害拡大を防止し、自主防災組織
やボランティア組織などとも連携を図りながら、障
害の特性に応じた災害時の支援体制の充実に努める
必要があります

防災課

障害のある方のうち、災害時の避難に支
援を必要とする方（避難行動要支援者）
について名簿を作成し、自主防災組織等
の避難支援等関係者と情報の共有を図っ
た。

B 継続

避難行動要支援者制度の普及啓発を
通じて、障害のある方への災害時の
支援について、自主防災組織等の共
助の担い手に理解が広まってきてい
る。

令和３年５月の災害対策基本法の改正
により、避難行動要支援者の個別避難
計画の作成が、市町村の努力義務と
なった。それを踏まえ、本市において
も取組を進めていく必要がある。

４　快適なまちづくりの推進 （２）防災・防犯対策の充実 (2)-ア 防災対策の推進
要援護者の避難方法を確保するとともに、平成25 年
度に指定した二次避難所の設置・運営体制、医療機
関との連携体制について検討を進めます。

防災課
二次避難所の運営について検討中であ
り、今後、福祉部署と調整を図る。 C 継続

二次避難所の運営について検討して
おり、今後、福祉部署と調整を図
る。

民間施設の二次避難所の指定拡大が課
題である。また、二次避難所の運営マ
ニュアルを整備する必要がある。

４　快適なまちづくりの推進 （２）防災・防犯対策の充実 (2)-イ 防犯対策

関係機関や地域と連携を図りながら、防犯活動の支
援や広報活動、また、障害者に対する悪徳商法によ
る被害を防止するために、悪徳商法の手口の紹介や
防止方法などの啓発や情報提供を行います。

市民安全課

警察署、包括支援Ｃ、自治会などの関係
機関で組織する高齢者の消費者被害等の
情報連絡会において、悪徳商法の防止な
どについての意見交換を行った。また、
青梅警察や防犯協会と連携し、周知啓発
を行った。

B 継続

高齢者の消費者被害情報連絡会を年
3回開催し、情報交換や啓発活動を
行った。青梅警察署と月１回の連絡
会議を行うことができた。

情報連絡会にて各関係機関との情報連
絡をさらに密にし、結果についてを市
役所内の関係部署へ情報提供すること
や青梅警察などとの周知啓発を強化し
ていく。障がいのある方の消費者被害
防止も充実させる必要がある。



資料3

令和3年度 市内における虐待通報等の状況

１　通報等の状況 令和３年８月３１日現在

認定あり 認定なし

養護者 2件 0件 0件

障害者福祉施設従事者等 1件

使用者

計 3件 0件 0件

２　通報、対応状況

区分 内訳
認定の
有無

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

養護者 A B 2

障害者福祉施設従
事者等

C 1

使用者

養護者 AB 2

障害者福祉
施設従事者等

C 1

使用者

認定有

認定無

認定有

認定無

認定有

認定無

調査対応終了

養護者

障害者福祉
施設従事者等

使用者

調査対応終了

通報件数

調査対応中

2件

1件

3件

内訳 調査対応中通報件数



資料　４

令和３年度　青梅市障害者地域自立支援協議会　日程表

第１回 日　時 ２０２１年６月１０日（木）書面開催

第２回 日　時 ２０２1年９月１４日（火）書面開催

日　時 ２０２1年１２月２日（木）午後２時～午後４時

会　場 青梅市役所　２階　２０１・２０２・２０３会議室

日　時 ２０２2年２月２８日（月）午後５時４５分～午後７時４５分

会　場 青梅市役所　２階　２０５・２０６会議室

＊感染症拡大等により、書面開催やWEB開催等に変更となる場合があります。

第３回

第４回

＊この他に、各専門部会が有ります。




